
特定非営利活動法人尾張東部権利擁護支援センター「あすライツ」

センター長 住田 敦子
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市民後見人養成研修と市町村によるサポート体制
～市民後見人が活躍する地域をつくる～

令和4年度 愛知県市民後見推進事業
「市民後見普及啓発セミナー」

１市民後見人をめざす方に

２市町村行政の方へ



NPO法人 尾張東部権利擁護支援センター設置主体（５市１町）

尾張東部圏域が取組む市民後見人推進事業

平成23年10月開設

①職員数 13人

・センター長（専門相談員兼務）
・専門相談員 7人（社会福祉士）
・事務員 5人（支援員兼務）

②事業内容 平成31年4月～6市町の中核機関受託

瀬戸市・尾張旭市・豊明市・日進市・長久手市・東郷町５市1町合計人口 477,846人（令和4年4月1日現在）

広報・相談・人材育成・協議会運営等
平成23年～法人後見（累計108名）
平成27年～市民後見の取組

（受任実績累計30名）
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市民後見人として
活動中のHさん

市民後見活動報告「くろこ」



※庁内、金融
機関への周知

※研修講師担当

1-１ 市民後見人養成と支援

養成
就任
支援

活動
支援

フォロー
アップ

※行政と家庭裁判
所との連携

行政からの委託＝養成から活動支援までセンターとの協働実施

※研修受講
報告会への参加

※行政の役割

検討
委員会

※ 全体の
仕組み作り
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1-2 市民後見人養成研修の流れ
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国のモデル研修 50時間
尾張東部での研修 71時間

選考委員による 面接・レポート等書面審査



1期 2期 3期 4期 5期 6期

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度～

開催市
町 日進市 東郷町 豊明市 瀬戸市 尾張旭市 長久手市

養
成

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修

継続養成
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1-3 市民後見人養成研修とフォローアップ
研修予定

1月より
基礎講座開始

8月新規登録

1月より
基礎講座開始

8月新規登録

1月より
基礎講座開始

8月新規登録

1月より
基礎講座開始

8月新規登録

1期生

2期生

4期生

3期生
継続開催

●は実際の目安 各年度4回程度実施

啓発セミナー

法律職との勉強会



1-4 尾張東部における市民後見活動のサポート

市民後見人は監督人であるセンターに3カ月に１度に来訪し以下の報告をします
①財産管理状況の報告・相談
収支状況と通帳・現金管理の状況確認

請求書や領収書の確認および金銭管理に関する相談

②身上保護についての報告・相談

サービス契約や入院、入所に関すること等

③監督人としてサポートしていること

• 入院時医師の説明等の同行支援等
• 死後事務のサポート・親族への連絡・相続不在時の手続き支援等
• 法的課題が生じた時のサポート

• 市民後見人自身の健康状態や家族の状況等による後見活動のサポート

• 24時間／365日 電話やメールによるサポート

6
－市民後見人自身が安心して活動できるサポート体制－



市民後見活動紹介（映像）

7
制作：尾張東部権利擁護支援センター・愛知淑徳大学コミュニティコラボセンター（平成29年）

（旧名称）尾張東部成年後見センター



2-1市民後見推進の効果

市民後見人の活動

• 毎週1回の訪問により信頼関係が構築されやすい
• 手紙・ハガキなど心のこもったアプローチ
• 市民目線での観察による気づきからの支援
• 関係者との連携がスムーズ、すぐに対応
• 身上保護における意思決定支援への取組

本人にとって

• 毎週の訪問を楽しみに、作業のやる気が高まる （エンパワメント効果）
認知症高齢者の被後見人は、市民後見人が訪問すると

ベットから起き上がり「○○さんが来た！」と喜ばれる

• 地域生活の継続 外出など地域活動への参加（社会参加）

施設等事業者にとって
• 市民後見人は連絡がとりやすく一緒に本人のことを考える仲間
• 専門職のように遠い存在でなく近い存在→安心

福祉関係者にとって

• 福祉専門職が自らの知識や経験のみで進めていく状況に、
市民後見人による本人目線での意見から気づきが得られる

• またその活動や姿勢から自らの支援を振返り、支援の向上に繋がる
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2-2 市民後見推進の課題と今後の方針

出典：厚生労働省成年後見専門家会議資料



項 目 内 容 頻 度

養
成
研
修
中

検討委員会の設置運営
養成から活動支援までのスキームつくり・5年後の見直し
監督基準、バンク運用等の要綱等整備・家裁への相談報告

６回（開始時）
３回（見直し）

広報啓発 各市町広報紙への掲載・新聞・ラジオ・ICT・金融機関チラシ設置 6か月前から

養成研修説明会の開催 市民後見人の意義と役割説明（市民後見人自身による活動紹介含む） 5回

養成研修の開催 71時間の出欠席や課題提出の管理・講師・資料等の準備 11日間＋実習

養成研修中の選考委員会 課題作成・評価・グループワーク評価・面接評価による総合評価方式 2回

バンク登録オリエンテーション 研修修了証・バンク登録証の発行授与 活動手引きの説明配布 1回

活
動
支
援

受任調整委員会 市民後見人受任調整・事前マッチング 隔月

活動中の相談対応等 身上保護・財産管理に関する事項（24時間対応） 随時

監督人への定期報告 財産管理・身上保護の活動状況や市民後見人の心身状況の把握 3か月に1度

フォローアップ研修 中核機関が開催する専門職向け研修会等の案内から選択 年4回

更新選考委員会 バンク登録者3年に1度更新選考 課題・面接（健康状態等の把握） 3年毎

市民後見交流会 行政・福祉職等との交流会により市民後見活動報告 年1回

緊急入院時や死後事務の対応等
医療保護入院や医師との面談同席、
死後事務における親族への連絡、葬儀、納骨、相続人調査等

必要時

保険加入や貸金庫の提供 活動保険加入、被後見人の通帳などの管理支援 活動時

市民後見活動報告書の発行 市民後見人活動状況の報告 年1回

2-3 市民後見推進事業の全体像
検討委員会

養成

就任支援

活動支援

フォローアップ
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説明会 第１次選考

第２次選考

バ
ン
ク
登
録

フォローアップ研修（年４回）

養 成 段 階 登 録 段 階

基礎研修（５日間25時間）

実務研修（８日間40時間）
施設実習（２日間 ６時間）

フォローアップ
最終選考

2-４ 市町村の役割（協働）

①協議会の中に市民後見分科会を設置 委員：６市町担当課長・学識経験者・弁護士等の専門職等２０名
②説明会等準備：広報啓発 会場手配 当日準備および挨拶・社会福祉協議会への協力依頼

①・② ⑤・⑥・⑦③・④

③養成研修中：会場手配・当日受付等の準備協力・研修講師
④選考分科会：書類審査・面接審査の委員（第２次選考・最終選考）

⑤受任調整分科会：適切な事案の検討・候補者の適格性についての審議
⑥活動支援：家庭裁判所への市民後見人の推薦・庁内連携により各窓口での後見事務対応
⑦活動報告会：行政が参加することで実際の市民後見活動を理解する

市民後見人の意識や姿勢、市民後見活動による地域への効果を理解して周知に繋げる

養成研修

選考の様子

研修の様子

説明会の様子

市民後見分科会（協議会）

71時間.15日間（7か月間）



研修実行委員会を設置
社協職員はグループワーク評価委員として参加
日常生活自立支援事業生活支援員は研修受講可能
（科目の選択可能）

2-6 広域行政で取組むメリットと課題
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事業規模 ６市町４７万人を対象とした事業

予算・異動 ６市町で按分 職員が異動しても体制が維持される

研修開催地 ６市町の持ち回り開催により近隣市町の住民が参加しやすい

開催地の行政
開催地の行政は6市町の主担当として、説明会や研修開始時、修了時の課
長挨拶、会場手配や確保、研修講師（行政サービス等の科目）を担当する

活動範囲 市町をまたぐことができる

協議会設置 協議会内に市民後見分科会を設置、専門職や学識経験者による委員確保

家庭裁判との連携 広域にける仕組みの理解と協力

事業効果 圏域全体（６市町）で市民後見が推進・地域の権利擁護意識が醸成

①研修受講者の減少課
題

対
応

市民後見人自身による周知活動
行政による金融機関などへの周知啓発
説明会回数を増やす・オンラインの活用

②（６市町）社会福祉協議会との連携

75％増

77％増

150％増

（全国的な課題）



尾張東部における市民後見推進事業8年間の取組から
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市民後見人
自身による
意識の変化

地域を見る目の変化
• ボランティアの存在など、地域を見る意識が変わった
• 隣に暮らす高齢者世帯に声をかけるようになった
主体的活動の取組
• 市民後見人が自ら仲間を増やす活動に主体的に取組む
例：養成研修説明会のチラシ配布や知人などへの声掛け
会場準備の手伝いや、自らの体験を語る場への参加協力

• 民生委員から市民後見人ではなく、市民後見人が民生委員を
引き受ける意識の変化

地域にとって

行政・中核機関
にとって

地域の権利擁護意識の醸成
• 地域での支え合い活動が推進される（地域課題解決への取組）
• 市民後見人の存在のそのものが成年後見のPRとなり、地域住
民にとって成年後見制度が身近なものとなる

• 現役世代が参加することで、市民後見活動がしやすい職場環
境への改善、意識改革が進む

• 市民後見推進事業の取組により中核機関の機能が充実する
とともに地域連携ネットワークの整備拡充に繋がる

• 〇市課長挨拶「この地域で市民後見人が活動していることを
誇りに思います」



市民後見を地域で推進するために
養成から活動支援まで長期に渡り事業規模が大きく

小規模自治体への支援が重要

例 都道府県等による養成研修の実施
広域連携や仕組み作りのための支援
家庭裁判所との連携支援

14


	�
	   尾張東部圏域が取組む市民後見人推進事業
	 1-１ 市民後見人養成と支援
	1-2 市民後見人養成研修の流れ
	1-3 市民後見人養成研修とフォローアップ�研修予定
	1-4 尾張東部における市民後見活動のサポート
	 市民後見活動紹介（映像）
	 2-1市民後見推進の効果
	2-2 市民後見推進の課題と今後の方針
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	　　　 2-6 広域行政で取組むメリットと課題
	尾張東部における市民後見推進事業8年間の取組から
	  市民後見を地域で推進するために

